
　①　妊娠・出産に関する支援の推進

　　・生涯を通じた女性の健康支援事業
　　・不妊治療費助成事業
　　・妊婦健康診査受診促進事業
　　・妊娠・出産包括支援推進事業
　　・出産・子育て応援事業（ゆりかご・とうきょう事業）
　　・子育てスタート支援事業
　　・ＴＯＫＹＯ子育て情報サービス
　　・電話相談「母と子の健康相談室」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

区市町村が、妊娠期から子育て期にわたって、きめ細かな
支援を切れ目なく提供できるようにする。

　②　安心できる小児・母子医療体制の整備

　　　・小児救急医療体制の充実（初期・二次救急）
　　　・こども救命センターの運営
　　　・周産期医療システムの整備
　　　・母体救命対応総合周産期母子医療センターの設置
　　　・周産期医療ネットワークグループの構築

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

(東京都保健医療計画の再掲であるため、同計画の評価に則る。)

①すべての子供達が、個性や創造力を伸ばし、社会の一員
として自立する環境を整備・充実する。

②安心して子供を産み育て、子育ての喜びを実感できる社
会を実現する。

③社会全体で子供と子育て家庭を支援する社会を実現す
る。

理念

理念１
理念２
理念３

目指す成果

評価項目の設定

目標１
地域における妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の仕組みづくり

目指す成果

資料６
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　②　保育サービスの充実

　　　・保育サービスの充実
　　　・待機児童解消区市町村支援事業
　　　・病児保育事業の充実
　　　・保育の質の確保
　　　・保育人材の確保及び定着支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　他

平成２９年度末までに待機児童を解消する。

　④　子供の健康の確保

　　　・アレルギー疾患対策
　　　・食を通じた子供の健全育成

　　　　　　　　　　　　　　　　他

子供の健康を確保する。

目標２
乳幼児期における教育・保育の充実

目指す成果

　①　就学前教育の充実

　　　・乳幼児期からの子供の教育支援プロジェクト
　　　・私立幼稚園等への助成
　　　・私立幼稚園等における預かり保育の充実
　　　・私立幼稚園等に通う園児の保護者への支援
　　　・公立幼稚園における預かり保育の充実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

　多様化するニーズに対応するとともに、質の高い教育・
保育が確保されるよう必要な支援を実施する。

　③  子育て家庭を地域で支える仕組みの充実

　　・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）
　　・子供家庭支援センター事業
　　・養育支援訪問事業
　　・子育て短期支援事業
　　　（ショートステイ・トワイライトステイ）
　　・子育て援助活動支援事業
　　　（ファミリー・サポート・センター事業）
　　・一時預かり事業
　　・地域子育て支援拠点事業(子育てひろば事業）
　　・利用者支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

区市町村において相談支援やサービス提供の充実が図られ
ている。
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目標３
子供の成長段階に応じた支援の充実

目指す成果

　①　子供の生きる力を育成する教育環境の整備

　　　・「日本の伝統・文化理解教育推進事業」の実施
　　　・地域スポーツクラブの設立・育成支援事業
　　　・子育て世代向けのスポーツ教室等を実施する地域
　　　　スポーツクラブの拡大
　　　・総合的な子供の基礎体力向上方策の推進
　　　・オリンピック・パラリンピック教育の推進
　　　・「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の
　　　　実施とそれに基づく授業改善の実施
　　　・学校教育におけるＩＣＴ活況整備の促進
　　　・道徳教育の推進
　　　・私立学校への助成
　　　・スクールソーシャルワーカーの活用事業
　　　・いじめ総合対策
　　　・スクールカウンセラー活用事業
　　　・アドバイザリースタッフ派遣事業
　　　・東京都教育相談センターいじめ相談ホットライン
　　　・ＪＥＴプログラムによる外国人英語指導者等の
　　　　配置
　　　・「英語村（仮称）」の設置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

子供の「確かな学力」・「豊かな人間性」・「健康と体
力」を育成するための環境を整備する。

　③　認定こども園の充実

　　　・認定こども園の設置支援
　　　・保育教諭の確保

認定こども園が普及する。

　④　就学前教育と小学校教育との連携

　　　・小学校との連続性を踏まえた
　　　　就学前教育の充実

幼児が小学校入学後の学習や集団生活に適応できるように
する。
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目標４
特に支援を必要とする子供や家庭への支援の充実

目指す成果

　①　児童虐待の未然防止と対応力の強化

　　　・子供家庭支援センター事業
　　　・児童相談所の体制と取組の強化
　　　・児童虐待防止の普及啓発

　　　　　　　　　　　　　　　　　他

虐待の対応について、切れ目のない支援が行われる体制を
整備する。

　② 　社会的養護体制の充実

　　　・家庭的養護（養育家庭等・ファミリーホーム・
　　　　グループホーム）の推進
　　　・サテライト型児童養護施設の設置
　　　・専門機能強化型児童養護施設制度
　　　・連携型専門ケア機能モデル事業
　　　・専門養育機能強化型乳児院制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

社会的養護を必要とする子供が、それぞれの状況や課題に
応じた養育・ケアを受け、健やかに育ち自立できるように
する。

　③　放課後の居場所づくり

　　　・学童クラブ事業
　　　・児童館等整備費補助
　　　・放課後子供教室

　　　　　　　　　　　　他

放課後の居場所を拡充する。

　②　次代を担う人づくりの推進

　　　・子供向け舞台芸術参加・体験プログラム
　　　・芸術文化を通じた子供たちの育成
　　　・勤労観・職業観育成推進プラン
　　　・不登校・中途退学対策事業
　　　・都立高校中途退学未然防止と中途退学者等への
　　　　進路支援事業
　　　・ひきこもり等社会参加支援事業
　　　・非行少年の立ち直り支援事業
　　　・生活困窮者自立支援法に基づく子供の学習支援
　　　・受験生チャレンジ支援貸付事業
　　　・若年者の雇用就業支援事業
　　　・若年者職業能力開発訓練

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

子供たちが社会の一員としての自覚を持ち、自立に向けた
準備を整えられる仕組みを充実させる。
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　⑤　慢性的な疾病を抱える児童等の自立支援

　　　・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

疾病を抱える児童の自立促進に向けた支援が図られてい
る。

　①　仕事と家庭生活の両立の実現

　　　・東京次世代育成起業支援事業
　　　・中小企業ワークライフバランス実践支援事業
　　　・いきいき職場推進事業
　　　・子育て・介護支援融資
　　　・女性再就職支援事業
　　　・子育て応援とうきょう会議の運営
　　　・普及啓発セミナーの実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

ワークライフバランスを推進する。

　③　ひとり親家庭の自立支援の推進

　　　・東京都ひとり親家庭支援センター事業
　　　・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
　　　・母子・父子自立支援プログラム策定事業
　　　・ひとり親家庭の子供の学習支援の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

ひとり親家庭が安定した就労や生活の下、子供を健全に育
むことができるようにする。

　④　障害児施策の充実

　　　・短期入所事業の充実
　　　・児童発達支援センターの設置促進
　　　・発達障害児等への支援の充実
　　　・障害児等療育支援事業
　　　・特別支援教育を行う私立学校への助成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

障害児とその保護者が住み慣れた地域で安心して生活して
いくために、一般的な子育て支援施策における障害児の受
入れを進めるとともに、子供の成長段階や障害特性に応じ
た適切な支援が提供されるよう障害児支援の提供体制の確
保を進める。
（東京都障害者計画・第4期東京都障害福祉計画（平成27
～29年度）ｐ７１より）

目標５
次代を担う子供たちを健やかに育む基盤の整備

目指す成果

5



※目指す成果は、今後の評価指標の検討の中で必要に応じて精査、修正を行う。

　④　良質な住居と居住環境の確保

　　　・子育て世代に配慮した住宅の供給促進☆：都市
　　　・シックハウス対策

良質な住居と居住環境を確保する。

　⑤　安心して外出できる環境の整備

　　　・子育て家庭の外出環境の整備「赤ちゃん・ふらっと」
　　　・緑の拠点となる公園の整備
　　　・こころとからだを育てる活動体験（野外体験・
　　　　里山体験）
　　　　の活動広場拠点
　　　・子育て応援とうきょう会議の運営
　　　・バリアフリー化

安心して外出できる環境を整備する。

　②　子供を犯罪等の被害から守るための活動の推進

　　　・地域安全マップづくり推進事業
　　　・セーフティ教室の実施・充実
　　　・防犯教室の実施
　　　・公立小学校への防犯カメラの設置
　　　・インターネット等の適正な利用に関する啓発・指導
　　　・薬物乱用防止対策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

子供を犯罪等の被害から守る。

　③　子供の安全を確保するための取組の推進

　　　・チャイルドシートなどの正しい着用についての
　　　　普及啓発
　　　・交通安全教育の推進
　　　・信号機の導入・整備
　　　・子育て世代への情報発信・普及啓発
　　　・安全な商品の普及

子供の安全を確保する。
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